
機密性○

老齢給付のイメージ図

報酬比例部分

定額部分

経過的加算

６０歳 ６５歳

特別支給の
老齢厚生年金

既に終了

まもなく
終了

※１９６１年４月２以降生まれの男性、１９６６年４月２以降生まれの女性は
特別支給の老齢厚生年金は支給されない（６５歳以降のみとなる）

老齢基礎年金

老齢厚生年金



機密性○

老齢基礎年金を受給するためには原則として
１０年（１２０ヵ月）以上の受給資格期間が必要

保険料納付済期間＋保険料免除期間＋合算対象期間（カラ期間）≧１０年

２０歳 ６０歳 ６５歳

国民年金・厚生年金保険・共済年金
のどれかに１０年以上加入

４０年間 ５年間

１０年に満
たない場合
は・・・



機密性○

老齢厚生年金の支給要件

特別支給の老齢厚生年金
（６０歳台前半）

老齢厚生年金
（６５歳以降）

老齢基礎年金の受給資格期間（原則１０年）を満たしている

厚生年金保険の被保険者期間が１年
以上ある

厚生年金保険の被保険者期間が１ヵ月
以上ある

※１９６１年４月２以降生まれの男性、１９６６年４月２以降生まれの女性は
特別支給の老齢厚生年金は支給されない（６５歳以降のみとなる）
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年金額の計算（老齢基礎年金）

老齢基礎年金の満額＝８３１，７００円（２０２５年度価格）

他の全ての年金額の計算の基となる

老齢基礎年金の額＝８３１，７００円×保険料納付済月数÷加入可能月数（４８０月）

保険料納付済月数とは、以下の期間（月数）を合算したもの

第１号被保険者・・・国民年金保険料納付済月数（任意加入期間も含む）
第２号被保険者・・・厚生年金保険加入月数（２０歳以上６０歳未満）
第３号被保険者・・・第３号被保険者であった月数



機密性○

年金額の計算（付加年金）

付加年金の額＝２００円×付加保険料納付済月数

付加年金の特徴は以下のとおり

・付加年金は老齢基礎年金と併せて一生涯支給される。
・保険料は月々４００円で、年金支給開始から実質２年で元が取れる。
・付加年金に加入できるのは国民年金第１号被保険者のみである。
・国民年金基金に加入すると付加年金は納付できない。
・老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ受給をすると付加年金も同様に
繰り上げ・繰り下げとなり年金額は同じ割合で減額または増額される。
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年金額の計算（老齢厚生年金）

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

６０歳 ６５歳

加給年金額

振替加算

老齢基礎年金

配偶者６５歳

（配偶者６５歳で打ち切り）



機密性○

報酬比例部分（老齢厚生年金）の計算

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

６０歳 ６５歳

加給年金額

振替加算

老齢基礎年金

配偶者６５歳

（配偶者６５歳で打ち切り）

６０歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の
計算式と６５歳以降の本来の老齢厚生年金の計算式は同じ
である。

２００３年３月以前の平均標準報酬月額を基準とした計算式と
２００３年４月以降の平均標準報酬額を基準とした計算式とに
分けて計算する。



機密性○

加給年金額について

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

６０歳 ６５歳

加給年金額

振替加算

老齢基礎年金

配偶者６５歳

（配偶者６５歳で打ち切り）

（受給権者）

生計維持関係のある６５歳未満の配偶者や年金法上の子がいる場合（年金の
配偶者手当、家族手当の意味合いがある）
（支給要件）

厚生年金保険の被保険者期間２０年（２４０月）以上、６５歳に達して老齢厚生
年金の受給権を得たとき
※老齢給付の繰下げ期間中は支給されないので注意！
（支給打ち切り）

対象になっていた配偶者が６５歳に達して老齢基礎年金を受け取れるように
なったとき等
（加給年金額）
配偶者２３９，３００円（２０２５年度価格）
子（２人目まで） ２３９，３００円（３人目から）７９，８００円（２０２５年度価格）
（特別加算額）
配偶者１７６，６００円（２０２５年度価格）
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振替加算について

報酬比例部分 老齢厚生年金

老齢基礎年金

６０歳 ６５歳

加給年金額

振替加算

老齢基礎年金

配偶者６５歳

（配偶者６５歳で打ち切り）

加給年金が支給停止となった
後から支給開始
（配偶者）１６，０３３円
（２０２５年度価格）



機密性○

遺族給付のイメージ

遺族基礎年金

妻＋子の加算
老齢基礎年金

夫死亡
妻

（子ども有り）

子の加算

中高齢寡婦加算

末子
１８歳

妻６５歳

経過的寡婦加算

遺族厚生年金
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